介護保険時代における介護の思想
住居 広士（県立広島大学人間福祉学科）
　介護することは，そもそも要介護者に安らぎをもたらすことである。しかし介護をしていても，何も生じていないと感じ，要介護者の心をみだしているだけではないかと，途方もない不安を感じることがある。ヤスパース(Karl Jaspers, 1883～1969) は「哲学とは何か」
にて，「安らぎこそ哲学することの目標である。途方もない破壊のただなかにあって，われわれは存続するものを確実にしたいと願う。」と述べている。介護への不安は介護自体に起因しているのではなく，介護の心の支柱である介護の思想の欠如に問題があり，介護すること自体に確信ができないからではなかろうか。我々は介護の思想を探求し，介護の心の根源を探ってみる必要があるのではなかろうか。

現代に至るまでの人類の長年にわたる西洋ならびに東洋の思想のさまざまな蓄積から，生活ならびに社会の精神的基盤が成り立っている。その思想とは，「広く思考によって精神のうちに生じたすべての現象をいい，必然的に生きることそのものにかかわってくる。いや，生活その自体を規定するもの」といっても過言ではない
。介護は生活それ自体に大きくかかわっているからこそ，介護を支える思想に基づき，考えながら介護を実践し，さらに介護の実践の中から介護の思想を構築する必要がある。21世紀の日本では，他人からの援助と指示を受けてはじめて生きてゆけるような「依存的人間」の割合がますます増えてゆく。将来の高齢福祉社会のあり方を考えるうえで，「人が人を支えるとはどういうことか」あるいは「ささえあいにもとづいた社会とは何か」といった問題を深く考え抜いておかねばならない
。21世紀の少子高齢社会では他者からのささえによってのみ自立して生活できる人がますます増えてくるからこそ，ささえあいの実践の体系化が求められるのである。介護の実践の体系化のためにも，介護の思想がその基盤となる。古代から現代に至るさまざまな思想には介護に特有の思想は皆無であるが，その中で介護に関係すると私が思った内容の一部を抽出して比較しながら，介護保険時代における介護の理論と実践に対応できる新しい介護の思想の構築に向けて思索していきたい。
第1章 介護の社会化とは何か
　誰もが人間らしい生活をおくることができ，充分な介護が受けられる社会システムの構築をめざす介護の社会化を目的として，介護保険法が成立した。すなわち介護が家族介護だけでなく，介護の社会契約が行われることで，社会により介護されることになった。その社会契約の思想の起源から，介護の思想を考える。

　ジャン－ジャック・ルソー(1712～1778年)は，「あらゆる社会の中で最も古く，またただ一つ自然なものは家族という社会である。家族そのものも約束によってのみ維持されている。
（社会契約論1762年）」家族との自然な結びつきは，子供が親を必要としている間だけであり，その後は自然ではなく家族の意志に基づいていると述べる。自然界の原則に沿えば，逆に親が子供を必要とする介護では，家族の自然な結びつきは起こらないことになる。家族介護は自然な契約や義務によるものではなく，家族の意志によって決定されることになる。だから家族介護は，その時代によってそれらを規定する思想に大きく影響を受けることになる。動物は子育てがすめば，親の役割が終われば退き死を迎えることになっている。従って自然界には介護は存在していない。21世紀の人類にとっては，その自然界の原則に従うのではなく，人間同士による介護界における介護の社会契約の原則を創造していかねばならない。

　トーマス・ホッブス(Thomas Hobbes, 1588～1689)
は，自然な状態における「万人の万人に対する戦い(Bellum omnium contra omnes)（『リバイアサン(Leviathan)』(1651年)：巨大な国家権力の象徴とする旧約聖書に出てくる巨大な水性動物」を回避するために，中世の思想から決別して初めて社会契約論を展開した。すべての人間は，元来自然界においては自由と平等を持っているとし，自己保存の欲望によりそれぞれの権利を主張し戦い合う結果となる。そこでそれぞれの権利を保護するためには，人間同士で相互に社会的に契約することが必要であることを提唱した。家庭内においても，家族それぞれから次第に個人の自由と平等が主張されることになった。個人の自由と平等の権利を保護するために，社会における個人的責務も最小限になっている。そのために今までは家族内の義務として考えられていた家族介護が，自然権に基づき各家族個人に自由と平等が求められ，介護が社会的責務に転化されることになった。介護を要する要介護者の増大に対して，家族内だけでの自然な感情による介護が困難となり，トーマス・ホッブスから提唱し始められた社会契約が必要となる時代を迎えた。その家族介護の補完として，介護の社会化である社会契約が提唱されて，日本では介護保険法が成立することになった。しかし本来自由と平等とは相反して両立しがたい権利である。自由を守れば平等は失われ，平等を守れば自由が失われるのはあたり前である。その両者を求め続ければ，要介護者などの弱者が真っ先に虐げられてくる。それは彼ら自身では自分の自由と平等を守れないからである。だから社会による要介護者への保護が必要になってくる。しかし社会により要介護者を保護すればするほど，逆にますます介護にも自由と平等を人間は求めてくる。そのために介護保険に対する介護ニーズは限りなくますます高まる。介護者に自由と平等の権利を与えるための介護保険ではなく，要介護者にこそ自由と平等を与えるべきである。いままで家族介護という選択肢しかなかった介護が，社会的介護という新しい自由と権利が創出された。要介護者にも自由と平等がやっと訪れたのである。これからの介護保険時代には，自然界には存在しない介護界に自由と平等を創造していかねばならない。
第２章　介護保険時代の介護の思想のために
　「介護」は日本から生まれた新しい誇るべき概念である。介護保険の先輩でもあるオランダやドイツなどは，基本的には医療保険の補完として考えられている。アメリカでは現在においても，国民医療保険すらない状況である。北欧の高齢者ケアは，福祉サービスの一部にすぎない。医療からも福祉からも独立している「介護」の独自の提供システムを持つ国は日本である。その日本においても，介護保険制度が発足する以前は，介護は家庭内のみで機能しているか，社会的に医療あるいは福祉の一部の補完として機能していた。
　日本社会の少子高齢化に伴い，要介護者等が増大し，介護の期間が延長し重度化してきた。それに対して家族介護力の低下も伴い，家族の介護負担や経済負担は，もはや家族内の問題ではなく社会的な問題となった。「介護の社会化
」という思想から，十分な介護が受けられる社会システムの構築をめざすことになった。社会が少子高齢化するだれもが安心して老いることのできる社会をつくるために，みんなで介護を支え合う社会をつくるために，だれもが人間らしい生活を送ることができることが求められるようになった。介護の社会化を進める一万人市民委員会や高齢社会をよくする女性の会，ぼけ老人をかかえる家族の会などの当事者団体の活動など，介護の社会化に対する国民的要望が非常に高まり，1997年に介護保険が創設されるに至った。介護が独立して社会化される介護保険法が成立した。

その介護保険法の目的は，第１条で介護の目的が「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う。
」と定められている。これでは，介護は医療と福祉の補完サービスをすることにすぎない。この「介護の目的」とは何かについて，もう一度しっかりと議論する必要がある。いかに保健医療と福祉サービスを組み合わせても，要介護者自身による自立生活ができるわけではない。自立生活できないから要介護者になっているのである。要介護者本来の「尊厳のある生活(ROL:Respect of Living)」を護り介（たす）けることが介護の目的となるべきである。2005年の介護保険法改正により，その目的に「尊厳の保持を旨とし」と条文が修正追加された。つまり，尊厳の保持が目的となり，その手段として自立した生活を目指す自立支援を行うことになる。しかし尊厳の保持とは，「すべての国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する27（日本国憲法第25条）」における生存権を維持することにすぎない。尊厳のある生活の「向上および増進」を努めることになっていない。
　介護保険は決して魔法の杖ではない。介護保険があれば介護が十分に支援されるわけではない。逆に介護保険により，介護から福祉がしだいに失われつつある。医療保険と介護保険の狭間で苦しむ要介護者等が多く生まれている。介護者達は，そのような状況でも，要介護者を見捨てることなく，日々介護しなければならない。介護保険をどのように活用すれば，介護保障できるか悩んでいる。介護保険時代だからこそ，介護の思想により介護保障を支援しなければならない。要介護者の生命と生活のためだけに介護するのではない。それぞれの人生を最高の人生となり尊厳のある生活を護り介（たす）けるように介護を継続する必要がある。介護保険時代に押し流されることなく，どのような時代にも妥当する介護の思想を探求することで，介護保険を将来にわたる社会保障としてより一層活用することができるのである
。

第３章　日本における介護の文化

日本の過去における介護は儒教文化の中から育ってきているという歴史がある。日本における儒教文化は，親につくす孝の心だけでなく，忠臣蔵の忠という特に上下関係を重んじる心から介護が育っている。ですから家庭の介護もなにかと男尊女卑という上下関係があった。さらに介護者は要介護者よりも優越している上下関係という介護関係が残存している。それを，人と人との間で活かすための「善」で介護を支えていただける思想を，私はこれからの介護の思想に求めたい。
現代社会における介護の思想には，アメリカの自助自立の精神が流入している。つまりアメリカの独立宣言にある「天賦の権利を付与され，そのなかに生命，自由並びに幸福を追求の含まれること信じる。15」，つまりすべての人にそれらを追求する権利があり，できない人はそのままで取り残されてもかまわないとする自己責任の精神である。できる人はその生命・自由・幸福を可能なかぎり追求しましょうという自助自立による自己責任の思想が，日本の社会生活の全てに押し寄せている。日本国憲法の第十三条にても「生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，公共の福祉に反しないがぎり，立法その他国政の上で，最大の尊重を必要とする27。」とアメリカ独立宣言の文言から人権を規定されている。アメリカの個人の利益をさらに追求してくる新自由主義が，日本の福祉に入ってきている。
日本では平均寿命も世界第一位になり，世界において自由性もおおらかであり，最も安全な国でもあり，生命の危険も最少の国である世界一の長寿社会になった。20世紀後半の日本の経済発展により，世界でも有数の経済大国となり，最高の利益による幸福を味わった。その当時の日本は，世界でも生命・自由・幸福を追求できる状況にあった。ではこれから21世紀の日本は，その上に生命・自由・幸福に対して，どのような権利を追求していけるのでしょうか。しかし日本社会の少子高齢化等により，それらの権利のさらなる追求はかなり厳しい状況になってくるのは間違いない。

私が21世紀の介護に求めたいものは，生命・自由・幸福の権利のみを追求するのではなく，日本が介護で作りあげてきた幸福を，介護保険による社会連帯で分かち合うだけなく，植え継いでいただきたい。幸田露伴は，自分の畑に福を播けば「社会の福」を収穫できると述べている。「植福とは何か。それは自分の力・情・智をもって人の世に幸福をもたらす物質・清趣・知識を提供することである。
」文明というものは，すべて先人が福を植えてくれた結果である。現在の我々は，先人よりはるかに大きな幸福を得ている。介護をさらに社会に植え継いでいただきたい。そして21世紀における介護の芽を育てていただきたい。介護の中に閉じこもって，我々はこんな立派な介護をやっているというのではなく，その介護を社会に植え続けていただきたい。必ず介護の幸福を育てていくことを追及していただきたい。ですから介護保険から利益を追求するだけではなくて，その利益としてあがった介護の幸福を植福していただきたい。介護を日本だけではなく，世界にはいろいろな介護ことで苦しんでいる方々がおられるので，その介護の芽を摘まないように植福していただきたい。21世紀には，日本おいてのみならずアジア諸国，さらに地球規模で介護の問題が拡大してくる。介護の問題は一領域，一分野の課題ではない。むしろ社会を変えて，新たに人類の長寿社会を創造していくEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(てこ),梃子)のような役割をなすものと考えている
。1993年に世界で初めて創設された介護の専門学会である日本介護福祉学会から，介護福祉学を日本から世界へ発信することこそ植福に繋がることを祈念したい。
介護は，尊厳のある生活を護り介（たす）ける。まもるというのは介護の「護」です。「介」というのは中国語でたすけるという意味なのです。ですから介護というのは「尊厳のある生活を護り，介（たす）け，それを保障する」のが介護なのです。介護保険の世間は，利益の追求，幸福の追求，自由の追求，市場原理などたくさん導入されてくる。けれどもご心配なく，それには必ず経済統制が掛ってくる。その統制が掛かると介護の思想のない方々は退散していかれる。しかし尊厳の生活を護り介ける皆様は逃げてはいけません。そこに残された介護の方々を皆さん方の力で，「仁」「愛」の力で支えていただきたい。そのために介護の関係者には，今後とも継続的に，植福の立場を護って，介護を植え継いでいただきけますことを祈念している。そういう日本の介護の文化が，21世紀における世界の目標となるような介護の思想を作っていただきたい。
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